
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各交付決定通知書の「●個別に附す条件」に、“○○について、活動開始の１ヶ月前または概算払いの 

申請までに（再）提出すること”という条件が附されている場合は、申請書の内容を修正し、提出（ま

たは再提出）していただく必要がございます。

提出後、助成課で修正内容を確認し、承認を行います。助成課が承認を完了しませんと、概算払い申

請を行うことができませんのでご注意ください。

１．作業前の注意事項

助成対象経費とならない経費が計上されていた場合は、その金額を除いて助成対象経費を算定して

います。査定された内容は収支計画の欄に赤字で記されています。

助成対象とならない経費は、「募集案内」や「助成金交付の手引き」に基づきます。各経費の執行の

際は、これらを十分確認してください。

申請書の再提出を行うと、査定内容を確認することができなくなりますので、必ず作業を始める前

に、画面のハードコピーや印刷を行い、お手元に保管していただきますようお願いいたします。

※ログインから６０分経過すると、セキュリティ上の観点で、接続が遮断されます。申請書の修正の

際には、こまめに一時保存してください。

「交付申請」ボタンの「参照」ボタンをクリックし、「収支計画」をご確認ください。

見本のように、赤字で経費の修正が入っています。

（見本）

※申請書の再提出を行うと、上記の赤字部分は消去され確認できません。
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－申請書の再提出に関するご案内－

“活動開始の１ヶ月前または概算払いの申請までに（再）提出すること” 

という交付条件を附されている場合の提出方法について
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２．交付条件の種類について

交付条件の種類によって、再提出の方法が異なります。

（１）助成金交付決定通知書に記載した「●個別に附す条件」に、『申請書その○－○の・・・』また

は『収支計画表の積算根拠・・・』から始まる条件が附された活動については、後述３．の手順

に従い、各画面の該当箇所に入力されている内容を修正してください。

該当箇所の例）「プログラム内容」、「安全対策・健康管理」、「収支計画」など

（２）助成金交付決定通知書に記載した「●個別に附す条件」に、別途書類の提出を求める交付条件

については、後述３．の手順に従い、「添付資料」の画面で添付していただくか、「その他必要書

類」の部分に直接入力してください。

提出書類の例）「カリキュラムの内容」、「指導者のプロフィール」、「経費の必要性を説明する書

類」など
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３．再提出の手順について

（１）電子申請システムにログインしていただくと、該当の活動が「交付決定（申請書修正待ち）」とい

う状態になっております。

（２）「交付申請」ボタンをクリックすると処理選択ポップアップが表示されますので、「内容修正」ボ

タンをクリックし、内容の修正や、添付資料の再提出を行ってください。
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（３）各画面での修正が完了したら、「入力内容確認」画面最下部の、 ボタンを

クリックしてください。修正内容が申請され、「完了画面」が表示されます。これで再提出の手続

きは完了です。

（４）申請完了後、電子申請メニューに戻り、状態欄が「内容修正承認待ち」になっているかを確認し

てください。

助成課の確認後、子どもゆめ基金から『申請書再提出承認のお知らせ』メールが送信されます。

※ 状態欄が「申請未完了（修正中）」の場合は、修正の手続きが完了していませんので、修正を完了

させてください。
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